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 マイナンバー制度が始まります
　平成２５年５月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律」が公布され、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）

が導入されることになりました。今回は、この制度の概要についてお知らせし

ます。

マイナンバー制度とは
　マイナンバー制度は、住民票を有するすべての人に、

１２桁の個人番号（マイナンバー）が割り当てられ、複

数の行政機関などに存在する個人の情報を、社会保

障・税・災害対策の分野で活用するものです。

　また、法人にも１３桁の法人番号が指定され、広く公

開されます。個人の番号と異なり、官民を問わず、自

由に利用できます。　

　平成２７年１０月から皆さんの住民票の住所にマイナン

バーが記載された「通知カード」が送付されます。

　マイナンバーは、番号が漏えいして、不正に使われ

るおそれがある場合を除き、一生変更されませんので

大切に保管してください。

　平成２８年１月から順次、税の申告や社会保障の手続

きなどにマイナンバーが必要となります。

マイナンバーの通知

マイナンバー制度 
導入のメリット

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、手数料などにかかる負担が軽減し
ます。行政機関が持っている自分の情報の確認や、さまざまなサービスのお知ら
せを受け取ることも可能になります。

①面倒な手続きが簡単に 
　（市民の負担軽減・利便性の向上）

行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確で
スムーズになります。さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間
や労力が大幅に削減されます。

②手続きが正確で早くなる 
　（行政処理の効率化）

所得や行政サービスの受給状況を正確に把握することが可能になり、負担を不当
に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている
人にきめ細かな支援を行えるようになります。

③給付金などの不正受給を防止 
　（公平・公正な社会の実現）

マイナンバーの利用範囲

災害対策税社会保障 
年金・労働・医療・福祉

・被災者生活再建支援金の支給 
・被災者台帳の作成事務 
　など

・税務当局に提出する確定申告書、届
出書、調書などに記載

・税務当局の内部事務
　など

・年金の資格取得や確認、給付 
・雇用保険の資格取得や確認、給付 
・ハローワークの事務 
・医療保険の保険料徴収 
・福祉分野の給付、生活保護 
　など

　マイナンバーの主な利用範囲は、法律に規定された

社会保障・税・災害対策の中の限られた事務とされて

います。

　また、市町村がマイナンバーを独自に利用する場合

には、利用の範囲を条例に定める必要があります。

マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」
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　１０月以降に送付される「通知カード」と一緒に「個

人番号カード」の交付申請書が送付され、申請手続き

を経て、平成２８年１月以降、希望者には原則無料で

「個人番号カード」が順次交付されます。個人番号

カードは、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・

有効期間・顔写真などを記載したＩＣカードです。

　個人番号カードは、身分証明書としての利用や各種

電子申請などで利用ができます。

　住民基本台帳カードをお持ちの人が個人番号カード

を取得した場合、その時点で住民基本台帳カードは廃止

され市に返納することになります。そのため、個人番号

カードと住民基本台帳カードの重複所持はできません。

マイナンバーについてさらに詳しく知りたい人は

マイナンバー政府広報オンライン 　http://www.

　gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index

　.html

内閣官房のマイナンバーのホームページ　http://

　www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

コールセンター(有料：緯０５７０－２０－０１７８、外国

語は緯０５７０－２０－０２９１）※平日午前９時３０分～

午後５時３０分 （１０月～平成２８年３月は、平日の

開設時間を午後８時まで延長。年末年始を除く

土曜日・日曜日・祝日も午後５時３０分まで開設

予定。）

個人番号カードについて個人情報の保護について
　マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続き

などで法律に定められている場合を除き、他人に提供

することや入手することはできません。また、マイナ

ンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記

録された個人情報ファイルを正当な理由なく提供した

り、入手することも、処罰の対象となります。

　制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じよ

うに行政機関などがそれぞれ保有し、必要と認められ

る場合に限って、情報の照会・提供を行う分散管理と

呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の

行政機関などに集約されることはありません。行政機

関などの間で情報のやりとりをするときも、マイナン

バーを直接使うことはありません。システムにアクセ

スできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行いま

す。

　また、行政機関などを監視・監督する第三者機関の

設置、罰則の強化などの保護措置が実施されます。　
▲個人番号カード表面 
（イメージ）

▲個人番号カード裏面 
（イメージ）

今後のスケジュール

▶ ▶ ▶

①１０月から 
順次

②平成２８年１月 
以降

③平成２９年１月 
以降

④平成２９年７月 
以降

マイナンバー（１２

桁）をお知らせす

る「通知カード」

が送付されます。

行政手続での利用

が開始され、個人

番号カードの発行

が開始されます。

国の機関での情報

連携が開始されま

す。

自治体間での情報

連携が開始されま

す。

マイナンバー制度全般に関すること

　政策企画課（緯９８３－２６９８）

通知カード、個人番号カードに関すること

　市民課（緯９８３－２６０２）

個人情報保護に関すること

   行政課（緯９８３－２６１８）、情報システム課（緯９７１－４３２２）

問合せ




